
 

淀川水系における水資源開発基本計画の変更について 

 

 

                     平成２１年４月１７日 

                     閣 議 決 定 案 

 

 

 淀川水系における水資源開発基本計画（平成4年8月 4日閣議決定）の

全部を別紙のとおり変更する。 

 



淀川水系における水資源開発基本計画 

 

１ 水の用途別の需要の見通し及び供給の目標 

この水系に各種用水を依存している三重県、滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県及び奈良県の諸地域において、平成27年度を目途とする水の用途

別の需要の見通し及び供給の目標は、おおむね次のとおりである。 

また、経済社会の諸動向並びに水資源開発の多目的性、長期性及び適

地の希少性に配慮しつつ、これらを必要に応じて見直すものとする。 

 (1) 水の用途別の需要の見通し  

水の用途別の需要の見通しは、計画的な生活・産業基盤の整備、地

盤沈下対策としての地下水の転換、不安定な取水の安定化、合理的な

水利用等を考慮し、おおむね次のとおりとする。 

この水系に水道用水または工業用水を依存している諸地域におい

て、水道事業及び工業用水道事業がこの水系に依存する需要の見通し

は毎秒約 114 立方メートルである。このうち、この水系に水道用水を

依存している諸地域において、水道事業が依存する需要の見通しは毎

秒約97立方メートルであるとともに、この水系に工業用水を依存して

いる諸地域において、工業用水道事業が依存する需要の見通しは毎秒

約17立方メートルである。 

また、この水系に農業用水を依存している諸地域において、農業生

産の維持及び増進を図るために増加する農業用水の需要の見通しは毎

秒約6.6立方メートルである。 

(2) 供給の目標 

これらの水の需要に対し、近年の降雨状況等による流況の変化を踏

まえた上で、地域の実情に即して安定的な水の利用を可能にすること

を供給の目標とする。このため、２に掲げる施設整備を行う。 

２に掲げる水資源開発のための施設とこれまでに整備した施設等

により、供給が可能と見込まれる水道用水及び工業用水の水量は、近



年の20年に２番目の規模の渇水時における流況を基にすれば、毎秒約

111 立方メートルとなる。なお、計画当時の流況を基にすれば、その

水量は毎秒約134立方メートルとなる。 

なお、滋賀県が必要とする水量のうち琵琶湖から取水する量の見込

みは、水道用水毎秒約7.2立方メートル、工業用水毎秒約1.7立方メ

ートルであり、これらの利用に当たっては合理的な利用と水源の水質

保全に努めるものとする。 

 

２ 供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項 

先に示された供給の目標を達成するために次の施設整備を行う。 

なお、経済社会情勢の変化を踏まえ、今後も事業マネジメントの徹底、

透明性の確保、コスト縮減等の観点を重視しつつ施設整備を推進するも

のとする。 

 (1) 川上ダム建設事業 

事 業 目 的 

 

 

 

事 業 主 体 

河 川 名 

新規利水容量 

 

予 定 工 期 

この事業は、洪水調節及び流水の正常な機能

の維持（既設ダムの堆砂除去のための代替補給

を含む。）を図るとともに、三重県の水道用水を

確保するものとする。 

独立行政法人 水資源機構 

前深瀬川 

約3,500千立方メートル 

（有効貯水容量約29,200千立方メートル） 

昭和56年度から平成27年度まで 

(2) 天ヶ瀬ダム再開発事業 

事 業 目 的 

 

 

 

この事業は、既設の施設の一部を改築して、

洪水調節の機能の増強を図るとともに、京都府

の水道用水を確保するものとする。 

なお、天ヶ瀬ダム再開発事業においては、揚



 

事 業 主 体 

河 川 名 

新規利水容量 

 

予 定 工 期 

水発電機能の増強も併せ図るものとする。 

国土交通省 

宇治川 

約1,540千立方メートル 

（有効貯水容量約20,000千立方メートル） 

平成元年度から平成27年度まで 

 (3) その他事業 

 上記の各事業のほか、河川総合開発事業として安威川ダム建設

事業（事業主体：大阪府）を行う。 

 

上記の事業のほか、既に完成している本水系の水資源開発施設の機能

診断を適時行い、更新、改築計画等を策定し、既存施設の改築等の適正

な事業管理を行う。 

 

なお、丹生ダム建設事業の見直しに係る諸調査は、当面の間は、独立

行政法人水資源機構が引き続き行うものとする。 

 

３ その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項 

(1) この水系に各種用水を依存している諸地域において、適切な水利用

の安定性を確保するため、需要と供給の両面から総合的な施策を講ず

るものとする。 

(2) 水資源の開発及び利用を進めるに当たっては、水源地域の開発・整

備に加え、水源地域ビジョン等による上下流の地域連携を通じた地域

の特色ある活性化を図ること等により、関係地域住民の生活安定と福

祉の向上に資するための方策を積極的に推進するとともに、ダム周辺

の環境整備、水源の保全かん養を図るための森林の整備等必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

(3) 水資源の開発及び利用に当たっては、流域での健全な水循環を重視



しつつ、清流ルネッサンス等の水環境の改善のための取組みによる河

川環境の保全に努めるとともに、治水対策、水力エネルギーの適正利

用、既存水利及び水産資源の保護等に十分配慮するものとする。 

(4) この水系に各種用水を依存している諸地域においては、一部の地域

で過去に地下水の採取により著しい地盤沈下が発生し、現状では沈静

化しているものの、新たな地下水利用が見込まれることから、安定的

な水の供給を図りつつ、地下水採取の規制とともに地下水位の観測や

調査等を引き続き行うこととする。また、緊急時等における地下水の

適切な利用方策を検討する。これらにより、地下水が適切に保全・利

用されるよう努めるものとする。 

(5) この水系における水資源の開発及び利用は、水道用水の上下流にわ

たっての繰返し取水が多く高度な状態に達しつつあるので、より一層

の水質向上に取り組むとともに、次のような水利用の合理化に関する

施策を講ずるものとする。 

① 漏水の防止、回収率の向上等の促進を図るとともに、水を大切に

使う社会を目指した普及啓発に努めるものとする。 

② 生活排水、産業廃水等の再生利用のための技術開発等を推進し、

その利用の促進を図るものとする。 

③ 生活環境の整備に伴い増大する下水処理水と河川流水を総合的

に運用する施策を推進するものとする。 

④ 近年の経済社会の発展に伴う土地利用及び産業構造の変化に対

応し、既存水利の有効かつ適切な利用を図るものとする。 

(6) 渇水に対する適正な安全性の確保のため、水の循環利用のあり方、

各利水者の水資源開発水量等を適正に反映した都市用水等の水利用調

整の有効性等及びこれまでの地域における水利用調整の考え方等につ

いて検討し、その具体化を図るものとする。また、琵琶湖からの補給

に多くを依存していることを考慮し、異常渇水時や事故等の緊急時に

おける対応について、平常時から関係者の理解と合意形成に努めなが



ら対策を確立するものとする。 

(7) 水資源の開発及び利用に当たっては、地球温暖化に伴う気候変化に

よる水資源への様々な影響への対応策について、調査検討を進めつつ、

水資源開発施設及び水利用施設の改築･更新等を見据えて、その具体化

に努めるものとする。 

(8) 既存施設のライフサイクルコストの縮減、施設の長寿命化対策、ダ

ム等の連携及びエネルギーの効率的利用を考慮した施設の機能改善等

を図り、水資源の持続的な利用を着実に図るものとする。 

(9) 水資源の総合的な開発及び利用の合理化に当たっては、琵琶湖を含

む淀川水系における水質及び自然環境の保全に十分配慮するととも

に、適切な調査を継続しつつ、都市域等における水辺の保全・再生な

ど水環境に対する社会的要請の高まりに対応して水資源がもつ環境機

能を生かすよう努めるものとする。 

(10) 利水計画の見直しによる水資源開発施設の利水の縮小・撤退に当

たっては、水源地域に配慮しつつ十分な調整を図り、当該事業に関す

る法律の規定に従い、適切な措置を講ずるものとする。 

(11) 水資源の利用に当たっては、利水者及び関係機関等の連携を密に

し、平常時から情報交換による利水調整の円滑化及び効率的な水利用

を図るとともに、その基本方策の合意形成に努めることとする。 

(12) 本計画の運用に当たっては、各種長期計画との整合性、経済社会

情勢及び財政事情に配慮するものとする。 

 

 

 
 


